
調布駅前広場整備計画図案に関する

市 民 説 明 会

令和３年３月２４日
調布市

1

１ 調布駅前広場における検討の経緯

２ 平成２５年７月作成の調布駅前広場検討図の考え方

３ 交通結節機能について

４ 環境空間としての広場機能について

５ 調布駅前広場整備計画図案

６ 今後の取組とスケジュール

配布資料



２

１ 調布駅前広場における検討の経緯



平成９年度～平成１１年度
基本的な考え方『中心市街地街づくり総合計画』検討

平成１０年度 「都市計画マスタープラン」策定

平成１２年 ３月 「中心市街地街づくり総合計画」策定

平成１４年 ２月 調布駅前広場（調布3・4・29,調布3・4・30）
都市計画変更

平成１４～１５年度 駅前広場研究会

平成１６年 ５月 「調布駅前広場整備構想案（一次）」公表

平成１７年 ７月 「調布駅前広場整備構想案（二次）」公表

平成２１年 ７月 「中心市街地デザインコンセプト」策定
（策定までに説明会４回，ほかアンケート調査・パブコメ実施）

平成２２年 ３月 調布駅前広場検討報告会

平成２３年 ６月 調布駅・布田駅・国領駅前広場等 検討報告会

平成２５年 ７月 「調布駅前広場検討図」公表
１０月 中心市街地まちづくり市民説明会

平成２６年１０月 調布駅前広場（調布３・４・２９，調布３・４・３０）
事業認可取得

１１月 調布駅前広場事業説明会

平成２８年 ６月 調布駅前広場の事業進捗に関する説明会
１１月 調布駅前広場整備工事着手

（北側ロータリー街築工着手）

平成３０年 ９月 調布駅前広場の道路区域編入

平成３１年 １月 調布駅前広場の整備に関する説明会

調布駅前広場におけるこれまでの主な検討の経緯

３

令和元年度 オープンハウス，市民アンケート調査，調布駅前ひろば
検討会等を実施
南側ロータリーの一部修正を決定

令和2年 １１月 一部修正に伴う交通管理者（警視庁）との再協議完了
ロータリー計画図決定

令和３年 ３月 調布駅前広場整備計画図案に関する市民説明会

「調布駅前広場整備計画図」決定・公表（予定）



調布駅前広場における令和２年度の環境空間についての検討の経緯

市議会 市民参加 関係団体との意見交換

９/１ 中心市街地基盤整備等特別委員会
（ロータリーの検討状況について）

１０月 視覚障害者団体との意見交換会
自立支援協議会との意見交換

１１月 視覚障害者サロン訪問１１/１７ 中心市街地基盤整備等特別委員会
（ロータリー計画図決定，整備計画図素案について）

１２/４，５ 第１回オープンハウス

１２/８～１１ 第１回ギャラリー展示

１２/２２～２５ 第２回ギャラリー展示

「市報ちょうふ」１１/２０号にてロータリー計画図公表

２/２２ 中心市街地基盤整備等特別委員会
（整備計画図案（案）について）

１２月 商店会との意見交換
植木組合との意見交換

１月 バリアフリー専門家との意見交換
街路樹管理者との意見交換
障害者団体との意見交換

２/７，１０ 第２回オープンハウス ２月 商店会との意見交換

２/１１～２６ WEBアンケート（記述式）

３/２４ 調布駅前広場整備計画図案に関する
市民説明会

↓令和３年

↑令和２年

４

１２/８～１/１１ ＷＥＢアンケート

１２/１８～１/１１ 市民アンケート

３/２９ 中心市街地基盤整備等特別委員会
（予定）

『調布駅前広場整備計画図素案』とりまとめ

『調布駅前広場整備計画図素案の修正案』とりまとめ

『調布駅前広場整備計画図案（案）』とりまとめ

『調布駅前広場整備計画図案』とりまとめ

『調布駅前広場整備計画図』決定・公表（予定）



５

２ 平成２５年７月作成の調布駅前広場検討図の考え方



平成２５年７月作成の調布駅前広場検討図の考え方

〇『交通結節機能』のみを重視するのではなく，『環境空間としての広場機能』を併せもつ駅前広場とする。
〇『環境空間としての広場機能』には，４つの機能をもたせて各施設等を配置する。

調布駅前広場 機能

道路としての交通結節機能

環境空間としての広場機能

① 交流機能

② 景観形成機能

③ 情報提供機能

④ 防災機能

６
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３ 交通結節機能について



令和元年度における南側ロータリーの再検討（市報令和２年3月20日号でお知らせ）

令和元年度の南側ロータリーの検討内容

一部の修正の検討前提

平成２５年度検討図からの再検討の経緯

①連立事業後の駅前広場の早期完成（令和７年度）
②交通管理者協議を終了している中での総合調整
③上記理由で，南端の交差点形状は変更しない
④南側ロータリー形状の再確認・総合調整
＊南側ロータリー北端のイチョウとユリノキの現位置保全
＊南側ロータリー西側の歩行動線の改善と環境空間（ひろば機能）
確保

⑤現状のバス，タクシー乗降場等の確保
（乗降場⇒バス：６，タクシー：２／待機場⇒バス：３，タクシー：１４）
⑥南側ロータリーの一部の修正に向けた総合調整を，交通管理者等
の関係機関との限られた条件・期間での協議を市の責任で実施

○中心市街地街づくり総合計画策定段階から多様な市民参加を
実践しながら，検討を実施
○交通管理者（警視庁）や交通事業者（バス・タクシー）との協議は，
複数年の調整を経て完了済
〇すでに京王線地下化後８年余経過し，連立事業の事業効果発揮
のためにも，早期の完成が不可欠

〇社会情勢の変化
○市民ニーズの変化・行政課題への対応
〇広範な市民の声を伺うなかで，環境空間（ひろば機能）の確保や，
南側ロータリーの西側歩行者動線改善などの意見を再確認

社会情勢の変化や広範な市民の声
（ひろば検討会，アンケート調査ほか）を踏まえ，
『令和７年度完成を前提に，南側ロータリーの一部の
修正を総合調整』

③

④

④

⑤

８

南側ロータリー

グリーン
ホール

サウスゲート
ビル



今年度決定したロータリー計画図（市報令和２年１１月20日号でお知らせ）

ロータリー計画図 平成25年警視庁協議からの変更内容（南側ロータリー）

①バス乗場を１台減とした（５台→４台）
②バス待機場を１台減とした（４台→３台）
③タクシー待機場を６台減とした（２４台→１８台）
④ロータリー出口の右折帯を無しとした
⑤交差点西側道路の交差点への取付角度を対面道路とあわせた
⑥一般車及び障害者用の乗降場をロータリー外側に配置した

南側ロータリーの施設規模や計画諸元の整理

(1)現況 (2)H25警視庁
協議

(3)R2警視庁
再協議

バス 降場 2 2 2

乗場 4 5 4

待機場 3 4 3

タクシー 乗降場 2 2 2

待機場 14 24 18

一般車用乗降場 0 2 (3)

障害者用乗降場 0 1 (1)

ロータリー西側の縮
小幅員（(2)と比較）

－ － 約14m

ロータリー面積
（(2)に対する面積比）

約1,900㎡
（－）

約3,250㎡
（100%）

約2,700㎡
（約85％）

交差点から広場口ま
での歩行距離

120m 135m 125m

９



調布駅周辺における一方通行規制及び車両の駐停車について

１ 一方通行規制について

(1) 区画道路２号の一方通行解除
（相互通行化）

(2) 市道南２９号線（調布駅前広場
東側側道）の一方通行現状維持

(3) 区画道路１１号の一方通行現状維持
(4) 調布３・４・２８号線の一方通行解除

（相互通行化）

２ 一般車・障害者用乗降場について

(1) 一般車用乗降場
・市道南２９号線（調布駅前広場東側
側道）に２箇所整備
・区画道路２号に１箇所整備
・調布３・４・２８号線に整備を検討
⇒乗降場の数を増やし，分散配置す
ることで利便性向上

(2) 障害者用乗降場
・市道南２９号線（調布駅前広場東側
側道）に整備
⇒駅出入口付近での設置による乗降
の利便性向上

３ 荷捌きスペースについて（整備済）

・区画道路１１号・１２号に，周辺商業店舗
の搬入車の荷捌きスペースを確保するこ
とで，一般車の交通の円滑化を図る

〇調布駅の周辺における一方通行の規制や一般車・障害者用乗降場，周辺の商業店舗の荷捌きスペースにつ
いて，一部見直しを図った。

1０
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４ 環境空間としての広場機能について



環境空間としての広場機能の考え方の更新

〇市民意識の変化や環境の変化を踏まえ，広場機能の必要性・費用等の視点から再検討を行った。

平成２５年度検討図からの更新の経緯

〇平成２４年の鉄道の地下化，それに基づく線路の撤去により，調
布駅周辺の南北の市街地一体化が目に見えるようになった
〇平成２９年のトリエ調布の開業などにより，駅周辺の賑わいが高
まり，歩行者動線等が大幅に変化した

計画作成から７年余・地下化から８年余が経過し，
市民意識に変化

調布駅前広場 機能

道路としての交通結節機能

環境空間としての広場機能

① 交流機能

② 景観形成機能

③ 情報提供機能

④ 防災機能

歩行者動線等の考慮

暑さ対策等環境への配慮

新型コロナウイルスによる
新しい生活様式への対応

イニシャルコスト・メンテナンスコストの縮減

情報技術の高度化への対応

新たな視点を加えた機能の更新

１2



ゾーニングについて

品のある落ち着いた空間

子どもからお年寄りまで誰もが憩い・くつろぐ
空間

テナントビル等と緩やかに分節する空間

市の新たな顔・玄関口としての雰囲気を演出
する空間

ハレの場として賑わいや交流を創出する空間

日常の憩いや交流を創出する空間

❷コミュニティゾーン

❹おもてなしゾーン

❸みどりの庭ゾーン

❶イベントゾーン

13



❶イベントゾーン

❷コミュニティゾーン

空間特性
大型の商業・業務機能（パルコ・トリエ・サウスゲート）に囲まれている

まとまった大規模な広場空間がある

調布駅広場口，南北ロータリーへの主要動線が位置する

しつらえの考え方
周辺の商業・業務と連携したハレの場(非日常)としての賑わいや交流
を創出する空間づくり

日常の憩いや交流を創出する空間づくり

空間の使われ方のイメージ
ハレ（非日常）の場

スポーツ観戦等のパブリックビューイング

（例：ラグビーＷ杯2019）

日常の利用

キッチンカーやマルシェ，オープンカフェ
等の実施

空間特性
西側に文化・芸術機能の立地がある

一定の中規模な広場空間がある

しつらえの考え方
文化芸術の雰囲気にふさわしい，品のある落ち着いた空間づくり

子どもからお年寄りまで誰もが憩い・くつろぐ空間づくり

空間の使われ方のイメージ
調布市役所やグリーンホールに用事のあ
る親子が木陰でひと休み

駅前での待ち合わせや語らいの場

❸みどりの庭ゾーン

❹おもてなしゾーン

空間特性
南側にマンションが立地する

東側に遊技場，テナントビル(飲食等)が立地する

3方向を車道に囲まれている

しつらえの考え方
東側のテナントビル等と緩やかに分節する空間づくり

歩行者の通行空間として確保する

空間の使われ方のイメージ
歩行者動線

一般車の乗降場

木陰で休憩・くつろぐ

空間特性
調布駅中央口前面のまとまった広場空間がある

南北ロータリーへの主要動線が位置する

しつらえの考え方
市の新たな顔・玄関口としての雰囲気を演出する空間づくり

調布市ゆかりの樹木や四季の移ろいを感じることのできる樹木を配置する

空間の使われ方のイメージ
市内外の多様な人々が行き交い，調布市
の自然や文化などの趣きを感じる

各ゾーニングの整備イメージ

14



歩行者動線について

歩行者動線

自転車動線

歩行者動線

〇調布駅前広場行動調査の結果を踏まえ，調布駅から南北バスロータリーや商業施設（パルコ，トリエ），駅周辺
の公共施設(市役所，グリーンホール）をつなぐ経路を歩行者動線に設定する。

令和元年度実施の調布駅前広場行動調査の結果

15



誘導用ブロックの配置について

誘導用ブロックの配置

〇歩行者動線の上に誘導用ブロックを配置する。
〇敷設する誘導用ブロックの具体的な配置などの詳細については，今後も継続的に関係団体と協議のうえ決
定していく。

⇒主に障害者団体・バリアフリー専門家と意見交換を重ね，
配置案を決定。

（検討の経緯）
令和２年１０月 視覚障害者団体との意見交換会

自立支援協議会との意見交換

１１月 視覚障害者サロン訪問

令和３年 １月 視覚障害者団体との意見交換会・まちあるき
バリアフリー専門家との意見交換

詳細（具体的な枚数，敷設の位置等）については，
今後も継続的に関係団体との意見交換やまちあるき等を重ね
決定していく

▲実際に検討で使用した触知図

16



イベント空間について

〇歩行者動線や調布駅前広場周辺の空間特性をふまえ，イベント空間を設定する。

調布駅前広場 イベント空間

利用のイメージ

「ハレ（非日常）」の場 例：ファンゾーン，商工まつり

日常の利用 例：マルシェ

広場総面積：約２，０００㎡

⇒現在開放しているイベント広場の総面積と同程度を想定

17



〇調布駅前広場内の自転車通行については，今後も関係機関等と協議を行い，具体策を検討していく。
〇現在の課題を明らかにし，ルールづくりの参考にするため，今後社会実験を実施し効果を確認していく。

市民参加の結果

調布駅前広場の自転車の通行について

■自転車の通行を禁止
■自転車通行空間(24時間)の設置
■自転車通行空間(時間帯制限)の設置
■その他
■未回答 43%

36%

13%

5%3%

社会実験の検討例

調布駅前広場の自転車通行の実態及び課題

実態及び課題

全般

・自転車の乗り入れを禁止すべきとのご意見が
一定数ある
・一方，子どもを乗せての押歩きは大変なので通
行を認めてほしいといったニーズもある

東西方向

・京王線地下化前は東西方向の通行が可能だっ
たため，現在も往来が多く見られる
・駅出入口から南方向に向かう歩行者との交錯
が起きる

南北方向

・南北の動線は，京王線地下化後に生まれた動線
である
・東西方向の歩行者との交錯が起きる。また，北
側の商業ビル前の空間では歩行者と自転車が
錯綜する

自転車の通行について

18

今後の社会実験のイメージ

歩行者の安全性 と

自転車の利便性 を両立させるルール作りが必要

〇利用実態調査等を通じて通行している市民の目的等を調査する
○社会実験の実施により効果を確認していく

・リーフレット配布

≪配布先イメージ≫

①調布駅周辺の駐輪場

②近隣の保育園等

③近隣店舗

・車止めや注意喚起の看板の設置

▲配布物イメージ 出典：東京都都民安全推進本部

※イメージ図
現在の車止めの設置場所（交番前）



平
成
２
５
年
度
の
計
画
図

大屋根を検討 〇災害時の滞留スペース
〇雨天時の移動の利便性向上
が目的

想定されるコストが高い

設置：５億円 + 毎年の維持費

整備計画図素案で設置を見直し

整
備
計
画
図
素
案

上屋を検討 〇バリアフリーの観点から，
駅出入口⇔南北ロータリーを
つなぐ上屋の設置を検討

上屋の柱が歩行者動線と干渉
することが懸念される
広場の空間の広がりを損ねる

市民参加の結果

上屋の配置について

■広場口⇔南北ロータリー
■中央口⇔南ロータリー
■上屋は必要ない
■その他 ■未回答

○南側の障害者用乗降場に雨天でも安全に乗り降りできるための上屋を設置する。

上屋の設置について

上屋検討の経緯

令和７年度の駅前広場完成時点での設置は行わ
ず，現在の空間を維持していく

バリアフリーの観点から，

南側の障害者用乗降場
に雨天でも安全に乗り降りできるための上屋を設置する
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上屋設置箇所

上屋設置予定箇所

◎上屋の柱と歩行者動線等の干渉
が懸念される

◎空間の広がりが損なわれる

ことから，令和７年度の完成時点で
の設置は行わず，現在の空間を維
持していく



〇「子どもから高齢者まで憩える空間」のご意見が多いことから，どの世代もうるおい・憩える空間として整備
をしていく。

「噴水」について

コミュニティゾーンの整備について①

年度 H12 H17 H22 H27 H30

死亡

者数
207 328 1,731 970 1,581

平成22年を境に，近年に向けて
熱中症による死亡者数が増加

昨年度の市民参加での主な意見

しっかりとした水質管理

暑さ対策，子どもの水遊び

自治体による熱中症対策の必要性

以下の理由で，噴水を稼働停止もしくは
撤去している自治体が増えている

•節電対策
•高額な修繕費
•水質維持及び衛生管理が難しい
•新型コロナウイルス感染症拡大防止
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昨年度のオープンハウス等での主な意見
• 歩行者との接触が心配
• 車通りがそれなりにあるので子どもが走り回るよ
うな場所ではないと思う

ベンチ等を設置した待ち合わせや語らいの空間

〇平日に比べ，休日は0～6歳の子どもや19歳以上の子連れの利用者が増加
〇しかし平日休日問わず子どもの利用者よりも19歳以上の利用者が大幅に多い

⇒子どもから大人まで一緒に憩えるような設えを検討

• 子どもが遊べる空間が欲しい
• タコ公園のような場所が欲しい

タコ公園の代替について
⇒市役所裏の鉄道敷地に
タコのすべり台を置いた公園を開園

⇒ミスト等による暑さ対策と子どものうるおい空間を検討

年々進む酷暑 噴水の稼働停止噴水に求められた機能

令和２年度調布駅前広場利用実態調査でみる年齢別利用者子どもの設えに求められる機能

「子どもの設え」について
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